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本動物実験委員会報告書の趣旨 

 

 

動物実験は科学研究の一手段として幅広い分野で行われているが、動物に多大なストレ

スや苦痛を与えるという倫理的な問題や感染実験などによる公衆衛生的な問題も生じる。

日本では 2006 年に行政方針として、動物実験を行う各機関が自ら情報公開を行うことが定

められた。 

この観点から、本福岡県立大学もヒューマンサイエンスラボおよびローデントハウスに

おけるマウスやラットを用いた動物実験の情報公開を行うこととし、年度ごとに報告書を

作成し、公開している。 
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１．動物実験委員会活動 

 

１２月１７日 第１回委員会 実験計画書の審議 

３月２０日 第２回委員会 実験計画書および委員会報告書作成の審議 

 

 

２．講習会の日程および内容 

実施日 ７月１９日 

参加者数 8 名 

場所 3 号館ヒューマンサイエンスラボ 

講習内容 

「動物飼育方法・衛生管理・動物福祉について」 

福岡県立大学動物実験規則に基づき、実験に関わる人間社会学部の学部学生 8 名に対し

て 1 時間の講習を行った。講習内容は以下の通りであった。 

１）ヒューマンサイエンスラボおよびローデントハウスにおけるラットとマウスの飼育現

状の把握。 

２）ラットとマウスの基本的性質。 

３）ラットとマウスの日々の飼育方法。 

４）実験環境の衛生管理。 

５）動物福祉に関する法律と動物福祉の実践。 

 

実施日 ６月１１日 および  ６月１３日 

参加者数 45 名(6/11) および 39 名(6/13)  

場所 4 号館 学生実験室 

講習内容 

「動物実験の心構えと動物実験の研究手法・動物の扱い方・衛生管理・動物福祉などにつ

いて」 

福岡県立大学動物実験規則に基づき、人数の関係上 2 回に分けて行い、解剖実習に関わ

る看護学部生および(看護学部教員)の総勢 102 名に対して 1 時間の講習を行った。講習内容

は以下の通りであった。 

１）動物実験の心構えや目的について。 

２）ラットとマウスの基本的性質やその扱い方。 

３）ラットとマウスに関する衛生管理と動物の福祉について。 

４）麻酔など実験にかかわる重要点について 

５）その他 
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３．福岡県立大学動物実験規則 

 

公立大学法人福岡県立大学動物実験規則 

法人規則第１１２号 

平成２３年１０月２５日 

（趣旨） 

第１条 この規則は、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を

行う教職員・学生等の安全確保の観点から、公立大学法人福岡県立大学（以下「本学」と

いう。）における動物実験等を適正に実施するため、必要な事項を定めるものとする。 

２ 動物実験等の実施については、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105

号）、実験動物の飼育及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年環境省告示第 88

号）、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18 年文部科学省告示

第 71 号）、その他の関係法令等に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）動物実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利

用に供することをいう。 

（２） 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、

鳥類又は爬虫類に属する動物（施設等に導入するために輸送中のものを含む。）をいう。 

（３）動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。 

（４）動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。 

（５）動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括す 

る者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この規則は、本学において実施される哺乳類、鳥類及び爬虫類の生体を用いる全て

の動物実験等に適用する。 

（動物実験委員会） 

第４条 学長は、動物実験等の適正な実施に関する報告又は助言を行わせるため、動物実験

委員会（以下、「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１）学長が指名する教員兼務理事 

（２）人間社会学部の教授、准教授又は講師 ２名（うち少なくとも１名は動物実験に関し

識見を有する者とする） 

（３）看護学部の教授、准教授又は講師 ２名（うち少なくとも１名は動物実験に関し識見
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を有する者とする） 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合は、前任者の残任

期間とする。 

（委員会の任務） 

第５条 委員会は次に掲げる事項について審議又は調査し、学長に報告又は助言する。 

（１）動物実験計画の指針等及び本規則への適合性に関すること。 

（２）動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。 

（３）施設等及び動物実験の飼育保管状況に関すること。 

（４）動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容 

又は体制に関すること。 

（５）自己点検・評価に関すること。 

（６）その他、動物実験等の適正な実施のために必要な事項に関すること。 

（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委

員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

（議事） 

第７条 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによ

る。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くこ

とができる。 

４ 委員は、自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に加わることはできない。 

（動物実験計画の立案、審査） 

第８条 動物実験責任者は、次に掲げる事項を踏まえて、年度ごとに動物実験計画書を作成

し、学長に提出した上、承認を得なければならない。 

（１）研究の目的、意義及び必要性を明確にすること。 

（２）代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。 

（３）実験動物の使用数の削減のため、動物実験の目的に適した実験動物種の選定、動物

実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、実験動物の遺伝学的及び微生物学的品

質並びに飼育条件を考慮すること。 

（４）苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。 

２ 学長は、前項の申請があったときには、委員会に審査を付託する。 

３ 委員会は、前項の審査の過程において、第１条第２項に掲げた法律等に則さない場合は、

動物実験責任者に対し、助言を与え、又は動物実験計画書を修正させる等、動物実験計画
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書の審査に当たって必要な措置を講じることができるものとする。 

４ 学長は、委員会の審査を受けて、動物実験計画に承認を与えるか否かの決定を行い、速

やかに動物実験責任者に通知する。 

５ 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を行う

ことができない。 

６ 学長は、第４項の規定により承認を与えた動物実験計画について、実験の実施状況に基

づく委員会の助言を受けて、実験の禁止又は中止を勧告することができる。 

７ 学長は、本学の動物実験等の実施に関する最終的な責任を有する。 

（実験動物の飼育管理） 

第９条 動物実験施設などの管理者、動物実験責任者及び動物実験実施者は、協力して動物

実験の施設及び設備の適切な維持管理を行い、良好な環境条件の設定に努めなければなら

ない。 

２ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、動物の健康及び安全に十分留意し、適切な給餌、

給水などの飼育管理に努めなければならない。 

３ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、動物の飼育環境への導入に際して、動物の発注

条件との適合、異常、死亡の有無等を確認するものとする。また、実験に先立ち、一定の

観察期間を置き動物の健康状態を確認しなければならない。 

（動物実験の実施） 

第 10 条 動物実験の実施に当たり、動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験計画に基

づき、必要を超える実験を行わず、麻酔薬の投与、適切な術後管理等によって実験動物に

できる限り苦痛を与えないように努めなければならない。 

２ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、適切に維持管理された施設及び設備を用いて動

物実験等を行わなければならない。 

（動物実験終了後の処置） 

第 11 条 動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験を終了又は中止した動物を処分する

に当たり、動物に苦痛を与えないように配慮しなければならない。 

２ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験動物の死体について適切な処置を講じ、最

終処分に至るまでの間、人の安全確保及び環境汚染の防止に努めなければならない。 

（安全管理） 

第 12 条 動物実験責任者及び動物実験実施者は、物理的、化学的に危険な物質、又は病原

体等を扱う場合は、当該物質等に関する法律等を遵守しなければならない。 

２ 動物実験責任者及び動物実験実施者は、飼育・実験環境及び設備の機能を把握し、的確

な飼育及び実験操作を行うことによって、有害物質あるいは病原体等の拡散を防止し、人

の安全を確保し、環境の汚染を防止するとともに、動物に障害を与えないよう十分配慮し

なければならない。 
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（実施結果の報告） 

第 13 条 動物実験責任者は、動物実験を終了し、又は中止した場合は、その実施の結果に

ついて、学長に報告しなければならない。 

（教育訓練等の実施） 

第 14 条 委員会は、動物実験等を適切に実施するため、動物実験責任者及び動物実験実施

者を対象とした教育訓練等を行うものとする。 

（自己点検・評価） 

第 15 条 学長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、定期的に、本学にお

いて実施された動物実験等の基本指針への適合性に関し、自己点検・評価、及び検証を行

うよう努めるものとする。 

（情報公開） 

第 16 条 学長は、本学における動物実験等に関する情報（動物実験等に関する規則等）に

ついて、公表するものとする。 

（雑則） 

第 17 条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会において定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年１０月２５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第４条第３項の規定にかかわらず、本規則制定当初の委員の任期は、平成２４年３月３

１日までとする。 

 

 

４．審査された動物実験計画 

 

新規・継続の別 申請者 所属学部 許可日 研究題目 

継続 芋川 浩 看護学部 2013.4.10 
学生演習における「マウス
・ラットの解剖」 

継続 芋川 浩 看護学部 2013.4.10 
新規スキンクリームおける
効果の検討 

継続 麦島 剛 人間社会学部 2013.4.10 
神経疾患モデルマウス・ラッ
トの神経生理学・行動薬理学
・行動分析学的研究 
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５．動物実験施設利用による研究成果 

 

5-1 学会発表 

麦島剛・木村裕・小山明子・久保浩明・岩崎留衣子・玉井美紀・榛葉俊一. ADHDモデルラット

SHRのミスマッチ陰性電位様反応へのatomoxetine投与の効果：前注意過程の不全の検討. 

2012年5月, 日本動物心理学会第71回大会. 

久保浩明・木村裕・前田理絵・小山明子・中本百合江・吉井光信・麦島剛. 遅延価値割引事態に

おける報酬量の増大がELマウスの衝動的行動に与える効果. 2012年5月, 日本動物心理学会第

71回大会. 

林奈津美･木村裕･小山明子･久保浩明・中本百合江･吉井光信･麦島剛. 遅延価値割引における環

境明瞭度の増大がELマウスの衝動的行動に与える影響. ―音と光を用いたADHDモデル動物

での検討― 2012年9月, 日本行動分析学会第30回年次大会. 

 

5-2 論文等 

なし 

 

5-3 特許等 

マウスを用いた実験では現在特許申請中(2012年11月申請)である。また、2013年10月にデータ

の追加を申請した。 

 

 

 

６．各部署での動物飼育数 

人間社会学部 ラット 10 匹  マウス 25 匹 

看護学部 ラット 45 匹  マウス 75 匹 

 

 

 

７．年間運営についての総括 

 2013 年度の福岡県立大学の動物実験は問題なく行われた。各人の協力のもと、有意義な

業績につながる実験が実施された。本学では文部科学省告示第七十一号・研究機関等にお

ける動物実験等の実施に関する基本指針に基づき、安全と科学的合理性について自己チェ

ックを行い適正に遂行できたことを報告するものである。 
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